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①保健医療活動チームへの指揮・派遣調整等 
②保健医療活動チームと情報連携 
③保健所での情報分析のとりまとめ 

県内の保健医療活動を総合調整 

県 保健医療調整本部 
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厚労省からの通知文書から抜粋，一部改変 
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戦略的災害医療プロジェクト イメージ図 
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情報 

医療・保健・福祉分野「災害時コーディネーター」について 

発災後、刻々と変化する被災者や避難所、医療救護所等の状況を的確に把握し、本県及び他県からの人的支援の配置・調整
等を適正かつ迅速に行うため、「医療」、「薬務」、「保健衛生」、「介護福祉」の各分野ごとにコーディネーターを養成・確保。 

・国及び各都道府県に人材派遣、資材の輸送を要請 

・県内の状況に応じ、派遣先・配置先を調整 

保健医療調整本部
（県庁） 

連携 

連携 

連携 

医療コーディネーター 保健衛生コーディネーター 

介護福祉コーディネーター 

薬務コーディネーター 
（総括及び６圏域毎に配置） 

・県庁及び各保健所に配置 

・県庁及び各高齢者保健福祉圏に配置 

   ・圏域内の医薬品・薬剤師等のニーズ把握、調整 

   ・総括との情報伝達、支援要請、調整、 

   他分野コーディネーターとの連携 

    

・被災地の公衆衛生ニーズを集約し、県内外からの 
 支援者の配置を調整 

・被災した社会福祉施設等から情報を収集し、 
 介護福祉ニーズのアセスメントを実施  （総括コーディネーター） 

 （保健所・病院・薬剤師会コーディネーター） 

・避難所の状況・避難者の健康管理等に係る 
 アセスメント及び調整を実施 

・他分野コーディネーターと連携し、災害時の 
 保健衛生活動の総合調整を実施 
 

・圏域調整会議 

・保健医療福祉調整会議 

   ・医薬品・医療機器供給、薬剤師派遣等の支援要請、 

  総合調整 

災害時情報共有 

システム 

入力・共有 

入力・共有 

・他分野コーディネーターと連携し、災害時の 
 介護福祉支援活動の総合調整を実施 
 

・被災した施設や福祉避難所に対する生活物資の 
 提供及び応援職員の派遣を調整 

（総括及び６圏域、専門分野毎に配置） 
（総括コーディネーター） 
・県全体の医療ニーズの集約、県外からの人材・資機材 

 等の支援の調整、患者搬送及び受入医療機関確保等、 

 災害時の医療提供体制確保のための総合調整を実施 

（圏域コーディネーター） 
・圏域内の医療ニーズの集約、医療救護班の受入調整、 

 市町村との連携等、 圏域内の医療提供体制確保のため 

 の各種調整を実施 

（専門分野コーディネーター） 

・透析や在宅酸素療法等の各専門分野において、災害
時要配慮者支援等のため、ニーズの集約や各種の調
整を実施 
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CSCATTT 

災害医療で常に念頭におくべきこと 
◆メディカルマネージメント（医療管理項目） 

 C : Command & Control 指揮･統制 
 S : Safety 安全 
 C : Communication 情報伝達 
 A : Assessment 評価 
◆メディカルサポート（医療支援項目） 

 T : Triage トリアージ 
 T : Treatment 治療 
 T : Transport 搬送 

MIMMS（Major Incident Medical. Management and Support）より 
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M (My call sign, Major incident) 
   ：コールサイン、大事故災害・集団災害、 
    「待機」or「宣言」 
E (Exact location)：正確な発災場所、地図の指標 
T (Type of incident)：事故災害の種類、 
H (Hazard)：危険性、現場と拡大の可能性 
A (Access)：到達経路、侵入経路 
N (Number of casualties)：傷病者数、重症度と外傷 
    の種類 
E (Emergency services);消防・警察等の緊急サービ 
    ス機関、現状と今後必要となるサービスなど 

METHANE 
MIMMS（Major Incident Medical. Management and Support）より 
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EMIS 
（Emergency Medical Information System、広域災害救急医療情報システム） 

特徴 
 ・医療機関と行政、関係機関の情報共有ツール 
 ・共有する情報 
 ・需要情報：病院被害情報、患者受け入れ情報 
 ・病院のキャパシティー：平時に把握 
 ・供給情報：DMAT活動状況 
 ・災害時に共有が必要な情報のリスト 
 ・病院が発信すべき情報のリスト 
 ・災害時病院マネージメントに必要な情報リスト 
     →病院支援ツール 
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徳島県内の災害拠点病院等 

徳島県 戦略的災害医療プロジェクトより 

美波病院（耐） 

阿南中央 
 病院（耐） 
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定義                                    ＊DMAT活動要領より 

 災害発生直後の急性期（概ね４８時間以内）に活動が開始できる機動性を持った、

専門的な研修・訓練を受けた災害派遣医療チーム 

ＤＭＡＴ１隊の構成 

 医師１名、看護師２名、業務調整員１名の４名を基本 

活動 

 本部活動、広域医療搬送、病院支援、地域医療搬送、現場活動、ロジスティクス 

 ・現地の医療ニーズに応じて柔軟に活動する。 

 ・医療チームの参集状況に応じ、初期の避難所救護所での活動のサポート等を考

慮する。 

派遣 

 被災地域の都道府県の派遣要請に基づくもの 

   （ただし、厚生労働省は、当分の間、被災地域の都道府県の要請がない場合で

あっても、緊急の必要があると認めるときは、都道府県等に対してＤＭＡＴの派

遣を要請することができる。） 

 活動は、都道府県、厚生労働省より派遣要請を受けたＤＭＡＴ指定医療機関より派

遣されることによる 

ＤＭＡＴ 
（Disaster Medical Assistance Team、災害派遣医療チーム） 

県内 15病院28チーム 
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災害医療 ～広域連携，多機関・多職種連携に向けて～  

◆災害医療について（用語等の確認と共有を） 
 CSCATTT、METHANE、DMAT、DPAT、DHEAT、DWAT、EMIS、JMAT、  
 JDA-DAT、JRAT、災害支援ナース、小児周産期リエゾン、 
 災害医療ロジスティクス、災害時（4分野）コーディネーター、 ほか 
◆平成28年熊本地震（主に保健医療分野について） 
 徳島県として熊本県被災地支援へ･･･DPAT（先遣隊から）、DMAT、 
   医療救護班、保健師チーム、公衆衛生支援チーム、 
   管理栄養士チーム など 
 関西広域連合としても益城町へ 
◆徳島県戦略的災害医療プロジェクト （基本戦略 H28.3.） 
 災害関連死をはじめとする「防ぎ得た死」をなくすために 
 平時から災害時へ 災害時から平時へ 
 顔の見える連携・ネットワーク 
◆地域包括ケアシステムの構築・深化 
 住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるように・・・。 
 平時からの多職種連携、地域内での保健医療福祉介護等の連携を。 
 災害発生後の復旧・復興にも。 22 
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県は市町村の「地域包括ケアシステム構築」を支援 
  ・地域包括ケアシステム構築の主体は市町村。 
  ・市町村の取組みを後押しするため、県が関係機関と 
   連携しながら講ずる施策を幅広く体系的に整理した 
   工程表を策定した。 
 
 主な項目 
  ・地域の対応力の向上 
  ・介護人材の育成・確保 
  ・介護予防の推進 
  ・生活支援の充実 
  ・認知症施策の推進 
  ・在宅医療・介護連携の推進 
  ・訪問看護の充実 
 各分野ごとに、具体的な取組や方向性を示す。 
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